
報告第１号 

   専決処分した事件の承認を求めることについて 

地方自治法第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第３項

の規定により報告し、承認を求める。 

平成２７年（２０１５年）５月２７日提出 

                        宝塚市長 中 川 智 子   

 

専決第６号 

専 決 処 分 書 

宝塚市市税条例等の一部を改正する条例の制定について、地方自治法第１７９条第１項

の規定により、次のとおり専決処分する。 

平成２７年（２０１５年）３月３１日 

                        宝塚市長 中 川 智 子   

 

宝塚市条例第３３号 

   宝塚市市税条例等の一部を改正する条例 

（宝塚市市税条例の一部改正） 

第１条 宝塚市市税条例（昭和２９年条例第３２号）の一部を次のように改正する。 

第３３条第２項の表第１号オ中「法人税法第２条第１６号」を「法第２９２条第１項

第４号の５」に、「又は同条第１７号の２に規定する連結個別資本金等の額（保険業法

に規定する相互会社にあっては、令第４５条の３の２に定めるところにより算定した純

資産額）」を「をいう。以下この表及び第４項において同じ。」に、「この表」を「こ

の表及び第４項」に改め、同条に次の１項を加える。 

４ 資本金等の額を有する法人（保険業法に規定する相互会社を除く。）の資本金等の

額が、資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合におけ

る第２項の規定の適用については、同項の表中「資本金等の額が」とあるのは、「資

本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」とする。 

第４４条第２項中「納期限前７日」を「納期限の日」に改める。 

第５０条第６項中「第２条第１２号の７の３」を「第２条第１２号の７」に改める。 

第５１条第３項中「第２条第１２号の７の２」を「第２条第１２号の６の７」に改め



る。 

第５３条の４及び第５３条の６中「第１０号の９」を「第１０号の１０」に改める。 

第６４条第１項中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第２項中「納期限前７日」

を「納期限の日」に改める。 

第８５条第２項並びに第８５条の２第２項及び第３項中「納期限前７日」を「納期限

の日」に改める。 

第１３６条の３第１項中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第２項中「納期限前

７日」を「納期限の日」に改める。 

附則第６条の３の２第１項中「平成３９年度」を「平成４１年度」に、「平成２９

年」を「平成３１年」に改める。 

附則第９条の２第８項中「附則第１５条第３８項」を「附則第１５条第４０項」に改

め、同項を同条第１１項とし、同条第７項中「附則第１５条第３７項」を「附則第１５

条第３９項」に改め、同項を同条第１０項とし、同条第６項中「附則第１５条第３４

項」を「附則第１５条第３６項」に改め、同項を同条第９項とし、同条第５項の次に次

の３項を加える。 

６ 法附則第１５条第１８項に規定する市町村の条例で定める割合は、５分の３（都市

再生特別措置法（平成１４年法律第２２号）第２条第５項に規定する特定都市再生緊

急整備地域における法附則第１５条第１８項に規定する市町村の条例で定める割合は、

２分の１）とする。 

７ 法附則第１５条第３０項に規定する市町村の条例で定める割合は、２分の１とする。 

８ 法附則第１５条第３１項に規定する市町村の条例で定める割合は、２分の１とする。 

附則第９条の２に次の１項を加える。 

１２ 法附則第１５条の８第４項に規定する市町村の条例で定める割合は、３分の２と

する。 

附則第１０条の見出し中「平成２４年度から平成２６年度まで」を「平成２７年度か

ら平成２９年度まで」に改める。 

附則第１０条の２の見出し中「平成２５年度又は平成２６年度」を「平成２８年度又

は平成２９年度」に改め、同条第１項中「平成２５年度分又は平成２６年度分」を「平

成２８年度分又は平成２９年度分」に改め、同条第２項中「平成２５年度適用土地」を

「平成２８年度適用土地」に、「平成２５年度類似適用土地」を「平成２８年度類似適



用土地」に、「平成２６年度分」を「平成２９年度分」に改める。 

附則第１１条（見出しを含む。）中「平成２４年度から平成２６年度まで」を「平成

２７年度から平成２９年度まで」に改める。 

附則第１１条の３を次のように改める。 

 （用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する固定資産税に関する経過措

置） 

第１１条の３ 地方税法等の一部を改正する法律（平成２７年法律第２号）附則第１８

条の規定に基づき、平成２７年度から平成２９年度までの各年度分の固定資産税につ

いては、法附則第１８条の３の規定は、適用しない。 

附則第１２条（見出しを含む。）及び第１２条の３中「平成２４年度から平成２６年

度まで」を「平成２７年度から平成２９年度まで」に改める。 

附則第１４条第１項中「平成２４年度から平成２６年度まで」を「平成２７年度から

平成２９年度まで」に改め、同条第２項中「平成２７年３月３１日」を「平成３０年３

月３１日」に改める。 

附則第１５条を次のように改める。 

（軽自動車税の税率の特例） 

第１５条 法附則第３０条第１項第１号及び第２号に規定する三輪以上の軽自動車に対

する第７９条の規定の適用については、当該軽自動車が平成２７年４月１日から平成

２８年３月３１日までの間に初めて道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第

６０条第１項後段の規定による車両番号の指定（次項及び第３項において「初回車両

番号指定」という。）を受けた場合において、平成２８年度分の軽自動車税に限り、

次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げ

る字句とする。 

第７９条第２号ア ３，９００円 １，０００円 

６，９００円 １，８００円 

１０，８００円 ２，７００円 

３，８００円 １，０００円 

５，０００円 １，３００円 

２ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に規定する三輪以上の軽自動車（ガソリン

を内燃機関の燃料として用いるものに限る。次項において同じ。）に対する第７９条

の規定の適用については、当該軽自動車が平成２７年４月１日から平成２８年３月



３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合において、平成２８年度分の軽自動

車税に限り、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表

の右欄に掲げる字句とする。 

第７９条第２号ア ３，９００円 ２，０００円 

６，９００円 ３，５００円 

１０，８００円 ５，４００円 

３，８００円 １，９００円 

５，０００円 ２，５００円 

３ 法附則第３０条第３項第１号及び第２号に規定する三輪以上の軽自動車（前項の規

定の適用を受けるものを除く。）に対する第７９条の規定の適用については、当該軽

自動車が平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの間に初回車両番号指定

を受けた場合において、平成２８年度分の軽自動車税に限り、次の表の左欄に掲げる

規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第７９条第２号ア ３，９００円 ３，０００円 

６，９００円 ５，２００円 

１０，８００円 ８，１００円 

３，８００円 ２，９００円 

５，０００円 ３，８００円 

（宝塚市市税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 宝塚市市税条例の一部を改正する条例（平成２６年条例第１９号）の一部を次の

ように改正する。 

第１条中第７９条の改正規定を次のように改める。 

第７９条第１号ア中「１，０００円」を「２，０００円」に改め、同号イ中「

１，２００円」を「２，０００円」に改め、同号ウ中「１，６００円」を「２，４００

円」に改め、同号エ中「２，５００円」を「３，７００円」に改め、同条第２号ア中

「２，４００円」を「３，６００円」に、「３，１００円」を「３，９００円」に、

「５，５００円」を「６，９００円」に、「７，２００円」を「１０，８００円」に、

「３，０００円」を「３，８００円」に、「４，０００円」を「５，０００円」に改

め、同号イ中「１，６００円」を「２，４００円」に、「４，７００円」を「

５，９００円」に改め、同条第３号中「４，０００円」を「６，０００円」に改める。 

第１条中附則第１５条の改正規定を次のように改める。 

附則第１５条第３項中「附則第３０条第３項第１号」を「附則第３０条第５項第１



号」に改め、同項を同条第４項とし、同条第２項中「附則第３０条第２項第１号」を

「附則第３０条第４項第１号」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項中「附則

第３０条第１項第１号」を「附則第３０条第３項第１号」に、「初めて道路運送車両

法（昭和２６年法律第１８５号）第６０条第１項後段の規定による車両番号の指定

（次項及び第３項において「初回車両番号指定」という。）」を「初回車両番号指

定」に改め、同項を同条第２項とし、同項の前に次の１項を加える。 

法附則第３０条第１項に規定する三輪以上の軽自動車に対する当該軽自動車が初

めて道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第６０条第１項後段の規定によ

る車両番号の指定（以下この条において「初回車両番号指定」という。）を受けた

月から起算して１４年を経過した月の属する年度以後の年度分の軽自動車税に係る

第７９条の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる規定中同表の

中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第７９条第２号ア ３，９００円 ４，６００円 

 
６，９００円 ８，２００円 

 
１０，８００円 １２，９００円 

 
３，８００円 ４，５００円 

 
５，０００円 ６，０００円 

附則第１条第３号中「第７９条の改正規定」を「第７９条第２号アの改正規定（「

２，４００円」を「３，６００円」に改める部分を除く。）」に、「附則第４条」を

「附則第４条第１項」に改め、同条第６号中「第５２条第１項」の次に「、第７９条第

１号、第２号ア（「２，４００円」を「３，６００円」に改める部分に限る。）及びイ

並びに第３号」を、「附則第３条第１項」の次に「、第４条第２項」を加える。 

附則第４条中「第７９条」を「第７９条第２号ア（「２，４００円」を「３，６００

円」に改める部分を除く。）」に改め、同条に次の１項を加える。 

２ 新条例第７９条第１号、第２号ア（「２，４００円」を「３，６００円」に改める

部分に限る。）及びイ並びに第３号の規定は、平成２８年度以後の年度分の軽自動車

税について適用し、平成２７年度分までの軽自動車税については、なお従前の例によ

る。 

附則第６条の表中「附則第１５条」を「附則第１５条第１項」に改める。 

附 則 

（施行期日） 



第１条 この条例は、平成２７年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。た

だし、第２条の規定は、公布の日から施行する。 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 第１条の規定による改正後の宝塚市市税条例（以下「新条例」という。）の規定

中個人の市民税に関する部分は、平成２７年度以後の年度分の個人の市民税について適

用し、平成２６年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

２ 新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法

人の市民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、

施行日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び施行日前に開始した連結事業年度分

の法人の市民税については、なお従前の例による。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成

２７年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成２６年度分までの固定資産税

については、なお従前の例による。 

２ 新条例附則第９条の２第６項の規定は、施行日以後に取得される地方税法等の一部を

改正する法律（平成２７年法律第２号）第１条の規定による改正後の地方税法（昭和

２５年法律第２２６号。以下「新法」という。）附則第１５条第１８項に規定する家屋

及び償却資産に対して課すべき平成２８年度以後の年度分の固定資産税について適用す

る。 

３ 新条例附則第９条の２第７項の規定は、施行日以後に取得される新法附則第１５条第

３０項に規定する管理協定に係る同項に規定する協定避難家屋（協定避難用部分に限

る。）に対して課すべき平成２８年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

４ 新条例附則第９条の２第８項の規定は、施行日以後に取得される新法附則第１５条第

３１項に規定する管理協定に係る同項に規定する償却資産に対して課すべき平成２８年

度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

５ 新条例附則第９条の２第１２項の規定は、施行日以後に新築される新法附則第１５条

の８第４項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅に対して課すべき平

成２８年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

第４条 新条例附則第１５条の規定は、平成２８年度分の軽自動車税について適用する。 


